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1．趣旨 

iPS細胞等の研究を加速し、臨床応用等に結びつけるため、日本とカリフォルニア州の研

究者が共同して研究を進めることが極めて重要です。そのため、科学技術振興機構（JST）

はカリフォルニア州のファンディング機関であるカリフォルニア再生医療機構（CIRM）※

1と協力して日本とカリフォルニア州の研究者による共同研究を支援します。 

 
※1 カリフォルニア再生医療機構（CIRM：California Institute for Regenerative Medicine） 

2004年11月にカリフォルニア州の住民投票により大学・研究機関の幹細胞研究を対象とした10年間で最

大約3000億円（$3B）の債権発行が承認され、併せて2005年初めにCIRMが再生医療を支援する新たな州

の機構として創設されました。厳格な倫理・医療基準のもと幹細胞研究・再生医療の支援と振興を行い、

慢性的な疾患や怪我を対象とした医薬、治療法、診断、研究技術の発見と開発に資する幹細胞の研究およ

び関連する生命研究と研究施設整備を対象とした研究費の支給と融資を行っています。 

2008年11月18日、JSTはCIRMとの間で幹細胞研究に関する協力の覚書を締結し、シンポジウムの開催、

研究者交流、共同研究の実施などの協力を進めていくことに合意しました。 

上記の覚書に基づきJSTではCIRMと共に、iPS細胞をはじめとする幹細胞研究分野において、共同研究や

研究交流の推進に取り組んでおります。 

CIRM ホームページ URL：http://www.cirm.ca.gov/ 

 

 

2．支援制度の概要 

日本とカリフォルニア州の共同研究プロジェクトを、JSTとCIRMが各々独自のスキーム

に基づき支援します。JSTは戦略的創造研究推進事業※2の一環として日本側の研究者の支援

を行い、CIRMはBasic Biology Award Ⅱ※3の一環としてカリフォルニア州側の研究者の支

援を行います。両機関は独自に日本およびカリフォルニア州の研究チームを公募・選考し、

採択された研究チームに研究資金を提供します。 

 
※2 戦略的創造研究推進事業の概要： 

本事業は、社会・経済の変革につながるイノベーションを誘起するシステムの一環として、戦略的重点

化した分野における目的基礎研究を推進し、今後の科学技術の発展や新産業の創出につながる革新的な新

技術を創出することを目的としています。 

そのため、国の科学技術政策や社会的・経済的ニーズを踏まえ、社会的インパクトの大きい目標（戦略

目標）を国（文部科学省）が設定し、そのもとにJSTが推進すべき研究プログラムと、研究プログラムの

責任者である研究総括を定めます。研究総括は、戦略目標の達成へ向けて革新的技術シーズの創出を目指

した目的基礎研究を推進します。 
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※3 Basic Biology Award Ⅱ： 

詳細は右URLを参照ください。 http://www.cirm.ca.gov/RFA_09-02 

 
 
3．用語の定義  
本要項での用語を以下のとおり定義します。 

 

3-1．共同研究プロジェクト： 

日本とカリフォルニア州の研究者が共通の研究目標に向かって共同で取り組むプロジェ

クト全体をさします。 

 

3-2．研究チーム： 

共同研究プロジェクトを構成する日本およびカリフォルニア州の各々の研究者集団をい

います。1つの共同研究プロジェクトには日本とカリフォルニア州にそれぞれ1つの研究チ

ームが設けられます。 

※同一の研究者が日本およびカリフォルニアの研究機関に在籍し、両研究機関がプロジェクトの研

究チームを構成する場合は支援対象とはなりません。 

 

3-3．研究代表者： 

日本およびカリフォルニア州それぞれの研究チームにおいて中心となる研究者を指しま

す。応募時の申請者がこれにあたります。 

 

3-4．研究グループ： 

日本およびカリフォルニア州の研究チームの下にそれぞれ複数の研究グループを置くこ

ともできます。 

 

3-5．グループリーダー： 

上記グループのリーダーを務める研究者を指します。 

 

 

4．募集・選考の方法 
JST は、戦略目標「細胞リプログラミングに立脚した幹細胞作成・制御による革新的医

療基盤技術の創出」（11 ページ参照）のもと、研究総括を設け、研究チームを募集し、選考

します。また、CIRM は、同機構のプログラムである Basic Biology Award Ⅱに基づき、募

集、選考を行います。 

この募集に共同研究チームが応募するためには、日本側研究チームがJSTへ、カリフォルニ
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ア州側研究チームがCIRMに各々個別に申し込む必要がありますのでご注意ください。 

JST、CIRM の両機関とも審査は一次審査と二次審査の二回に分けて行います。一次審査

に応募された研究提案は両機関で個別に審査され、審査を通過した提案のみ二次審査に応

募することができます。二次審査では再度詳細な研究提案書を提出していただきます。二

次審査においても日本側研究チームが JST、カリフォルニア州側研究チームが CIRM に各々

個別に申し込む必要があります。二次審査に応募された研究提案は一次と同様、両機関で

審査されます。 

 
 
5．JSTへの応募資格  
日本国内の研究機関に所属している研究者を対象とします。本制度の趣旨を十分理解し、

カリフォルニア州の幹細胞研究に関わる研究者と緊密な連携の下、共同研究プロジェクト

の目標達成にむけた協力体制を構築し、相互に研究を補完し合いながら研究を実施する体

制をとる事が要件となります。尚、研究提案の応募は、研究代表者として1名につき1件の

み可能です。 

 

 

6．対象となる研究提案 
本共同研究プログラムでは、近年生み出された細胞リプログラミング技術に重点を置いて、

関連するヒト多能性幹細胞の作製・制御にかかわる分子メカニズム解析等の研究を対象と

します。ここでは、CIRMのBasic Biology Award IIと協調し、iPS細胞研究およびこれに関

連する他の幹細胞についての、以下に示す様な目的基礎研究を推進します。 
 
- 細胞リプログラミングに関する分子機構の解析 

- ヒト多能性幹細胞の自己増殖（self renewal）の機構解明 

- ヒト多能性幹細胞の分化に関する種々の分子機構の解明 

 
JSTでは、国が示した戦略目標｢細胞リプログラミングに立脚した幹細胞作製・制御によ

る革新的医療基盤技術の創出｣（｢17．戦略目標｣、11ページ参照）の達成に向けて、上記に

係わる研究提案を募集します。 

尚、今回の共同研究を通じ多能性幹細胞を用いた、疾患の分子および細胞機能メカニズ

ムの解明や薬剤化合物の毒性評価の開発等、革新的な橋渡し研究に繋がりうる、基礎的な

研究が行われることを期待します。 
 

※ 併せて、｢本共同研究プロジェクトに対する提案についてのご注意｣（13 ページ）も御覧下さい。 
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7．研究総括 
研究総括は、研究提案の選考、研究計画（研究費、研究チーム編成を含む）の調整、研究

代表者との意見交換、研究への助言、評価、その他必要な手段を通じて研究マネージメン

トを行います。 

 

 

8．研究費 
8-1．JST 

予算は各年の活動内容により異なりますが、原則としてJST支出予算は年平均 2千万円～ 

8千万円程度とします。研究構想を実現するために最適な研究費を提案して下さい。上記の

研究費は、直接経費として、原則、その全額を日本側研究代表者および研究グループの研

究者が所属する研究機関に委託研究費として支出し、執行していただきます。その際、直

接経費の30%を上限とする間接経費を、JSTが別途研究機関に支払います。予算費目は物品

費、旅費、謝金等、その他研究に必要な経費となります。尚、本事業予算の関係上、毎年

の額については年度毎に調整させていただくことがあります。 

 

8-2．CIRM 

CIRMのBasic Biology Award IIの枠組みにて支援を行います。こちらの詳細は、当該RFA 

(http://www.cirm.ca.gov/RFA_09-02)を参照してください。 

 
 
9．研究期間 
共同研究期間は、最長で約3年間となります。 

なお、研究期間の開始日は2010年4月末を想定していますが、今後CIRM側の審査状況な

どにより、変動する可能性があります。 

 
 
10．選考の観点 
選考時の審査は一次審査および二次審査の2段階で行われます。二次審査は一次審査を通

過した研究提案のみを対象といたします。 

一次審査、二次審査ともにそれぞれJSTとCIRMがそれぞれに提出された提案書を元に、

審査を行います。JSTでは研究総括が専門家の協力を得て、選考を行います。CIRM側の一

次審査の詳細は、Basic Biology Award II RFA (http://www.cirm.ca.gov/RFA_09-02)を参照く

ださい。 
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10-1．評価基準  

以下に評価基準を示します。  

① 制度の主旨及び対象分野への適合性  

・提案内容は制度の主旨及び対象分野に合致したものであり、且つ当該研究

の基盤が整備されていること。 

② 研究の重要性 

・ 当該分野の新しい知の創造による画期的な科学技術の進展または新分野の

開拓が期待できること。 

・ 長期に亘る成長と持続性を実現するための科学技術に対する強いインパク

トがあること。 

③ 共同研究の有効性  

・ 相手チームとの活発な共同研究を行うことが、目的達成に有力な手段とな

りうること。 

④ 研究代表者の適格性  

・ 研究代表者は提案プロジェクトを推進する上で十分な洞察力又は経験を有

しており、期間中に継続して共同研究を円滑に推進できること相手チーム

との活発な共同研究を行うことが、目的達成に有力な手段となりうること。 

⑤ 計画の妥当性  

・  計画は適切な共同研究実施体制、実施規模であること。  

 

10-2．結果の通知  

一次審査の結果は2009年10月末頃に、採択プロジェクトの最終決定は2010年4月をめど

に申請者へ文書で通知する予定です。但し、結果の通知時期はCIRMの審査状況等によって

変更する可能性があります。 

 

 

11．採択予定件数 
若干数の共同研究プロジェクトの採択を予定しています。 

 
 

12．研究費執行の方法 
12-1．日本側研究機関とJSTとの契約（日本側のみ）  

研究費の支援にあたり、JSTは大学・公的研究機関等（以下「大学等」という。）と委託

研究契約を締結することを原則としています。委託契約締結にあたっては、契約の適正な

執行に向け、研究機関の契約担当部署とよくご相談ください。  

本事業により生じた知的財産権は、契約により産業技術力強化法第19条（日本版バイド
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ール条項）を適用し、研究者の所属する研究機関の帰属とすることが可能です。 

 

12-2．カリフォルニア側研究チームとCIRMとの契約 

CIRMの規定に則って契約・執行します。詳細は、CIRMのBasic Biology Award II RFAを

参照ください(http://www.cirm.ca.gov/RFA_09-02)。 

 

12-3．研究チーム間の契約  

具体的な共同研究を実施する際に、知的財産権の扱いの取り決めなど日本とカリフォルニ

ア州の研究機関間で契約を締結していただくことも想定されます。知的財産権に関しては、

後述の｢13．知的財産権｣（8ページ）を参照ください。 

 

12-4．支出費目  

JSTでは日本側研究チームに対し、以下の必要費用を支援します。  

研究費（直接経費）とは、当該研究の遂行に直接必要な経費であり、以下の使途に支出す

ることができます。 

①  物品費：  

- 新たに設備・備品・消耗品等を購入するための経費 

②  旅費：   

- 研究代表者や研究参加者（研究チームメンバー）の旅費、当該研究の遂行に

直接的に必要な招聘旅費など 

③  謝金等： 

- 人件費：原則として、当該研究を遂行するために新たに雇用する有期かつ常勤

の年俸制等の雇用者（研究員、技術員等）で、当該研究の専任者の人件費 

- 諸謝金：データ整理等のための有期の時給制等雇用者（技術員、研究補助員

等）の人件費、講演依頼謝金など 

④  その他：上記の他、当該研究を遂行するために必要な経費。以下は、具体例。 

- 研究成果発表費用（論文投稿料、印刷費用など） 

- 機器リース費用、書籍、運搬費 

 
・その他、研究費からの支出が適切か否かの判断が困難な使途がある場合は、JSTへお問い合わせ下さ 

・JSTでは、研究費の柔軟で効率的な執行を研究機関に対して要請するとともに、国費を財源とすること 

などから、一部の項目について委託研究契約書や事務処理説明書等により、一定のルール・ガイドライ

ンを設けるなどして、適正な執行をお願いしています。 

・直接経費の30％を上限とする間接経費は、JSTが別途、研究機関に支払います。 

 
なお、カリフォルニア側のチームについては、CIRMの規定に則って支援されます。こちらの詳細は、CIRM
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のBasic Biology Award II RFA (http://www.cirm.ca.gov/RFA_09-02)を参照ください。 

 
 
13．知的財産権 
本事業により生じた知的財産権は、契約により産業技術力強化法 第19条（日本版バイド

ール条項）を適用し、研究者の所属する研究機関に帰属させることが可能です。 

具体的な共同研究を実施する際に、知的財産権の扱いの取り決めなど日本とカリフォルニ

アの研究機関間で契約を締結していただき、日本とカリフォルニアの研究機関間で合意が

取り交わされた場合は、実際に研究支援を開始する以前にそれぞれJSTおよびCIRMに内容

を示す文書（合意書のコピー）を提出いただきます。 

 
共同研究の過程で、日本とカリフォルニアの研究機関から共同で出願された知的財産権については、JST

との委託研究契約で定められた取り扱いの他、CIRMの規則にも沿った取り扱いが求められます。CIRM側

の規則の詳細については、下記のURLを参照ください（知的財産権については、特にChapter 3.または4を

参照願います。） 

CIRM]側の諸規則： http://www.cirm.ca.gov/cirm/Regulations 

 

＜参考＞ 

特に、CIRMでは日本とカリフォルニアの研究機関から共同で出願された知的財産権を用いた製品がカリフ

ォルニア州内で販売された際の販売価格の設定等について、下記の規定にて定めを設けております。 

Access Requirements for Products Developed by For-Profit Grantees: 

http://www.cirm.ca.gov/reg/pdf/Reg100407_IP_RevShare_Profit_Org.pdf 

 
 
14．報告 
14-1．年度報告（日本側研究代表者のみ）  

研究代表者は毎年度終了後、速やかに研究の進捗状況報告を、また、研究代表者とグル

ープリーダーが所属する研究機関は研究費の経理報告をJSTに提出してください。 

 

14-2．終了報告  

研究代表者は共同研究期間が終了した時に期間内に実施した共同研究の終了報告を速や

かにJSTおよびCIRMに提出していただきます。この終了報告には、日本側研究者とカリフ

ォルニア側研究者が共同で作成した全体概要を含めてください。  

なお、共同研究の成果を学会等で外部発表した場合には、終了報告書に発表内容の別刷

り等を添付してください。 
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15．提案採択後の研究代表者の責務 
提案が採択された後、研究代表者とグループリーダーは研究の実施や研究費の使用にあ

たり、以下を遵守してください。 

 

15-1．研究の推進および管理 

① 研究計画の立案とその実施に関することをはじめ、カリフォルニア側の研究代表者

とともに、研究プロジェクト全体に責任を負っていただきます。 

② JST（研究総括を含む）に対する所要の研究報告書等の提出や、研究評価への対応を

していただきます。また、研究総括が求める随時の研究進捗状況に関する報告等に

も対応していただきます。 

 

15-2．研究チーム全体の研究費の管理（支出計画とその進捗等）を研究機関とともに適切

に行っていただきます。研究代表者およびグループリーダーは、自身のグループの

研究メンバーや、特にJSTの研究費で雇用する研究員等の研究環境や勤務環境・条件

に配慮して下さい。 

 

15-3．研究成果の取り扱い 

① 国費による研究であることから、知的財産権の取得に配慮しつつ、国内外での研究

成果の発表を積極的に行って下さい。 

② 研究実施に伴い得られた研究成果を論文等で発表する場合は、戦略的創造研究推進

事業の成果である旨の記述を行って下さい。 

③ JSTが国内外で主催するワークショップやシンポジウムに研究プロジェクトの研究

者とともに参加し、研究成果を発表していただきます。 

④ 知的財産権の取得を積極的に行って下さい。知的財産権は、原則として委託研究契

約に基づき、所属機関から出願していただきます。 

 

15-4．JSTと研究機関との間の研究契約と、その他JSTの諸規定等に従っていただきます。 

 

15-5．JSTは、研究課題名、構成員や研究費等の所要の情報を、府省共通研究開発管理シス

テム（e-Rad）および政府研究開発データベース（20ページ参照）へ提供することに

なりますので、予めご了承下さい。また、研究代表者等に各種情報提供をお願いする

ことがあります。 

 

15-6．戦略的創造研究推進事業の事業評価、JSTによる経理の調査、国の会計検査等に対応

していただきます。 
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15-7．研究終了後一定期間を経過した後に行われる追跡評価に際して、各種情報提供やイ

ンタビュー等に対応していただくことがあります。 

 
・研究機関（採択された研究提案の研究代表者およびグループリーダーの所属機関）の要件・責務等は、

後述（27ページ）を参照ください。これを踏まえ、応募に際しては必要に応じて、関係研究機関への事前

説明や事前承諾を得る等の手配を適切に行って下さい。 

 
 
16．申請の手順と審査の流れ 
申請の手順は2段階となります。日本とカリフォルニアへの申請者は第一段階として、そ

れぞれ個別にJSTおよびCIRM宛に所定の様式で第一次審査用の提案書を同内容の日本語と

英語で提出してください。JSTおよびCIRMによる審査で高い評価を得た研究提案は、第二

段階として第二次審査用の提案書の提出をお願いすることとなります。なお、申請にあた

っては、日本とカリフォルニアのパートナー間で緊密に連絡をとりあい、共通の研究目標

を踏まえた上で各々の提案書を作成願います。 

 

16-1．一次審査 

16-1-1．申請手順 

共同研究プロジェクトの一次審査申請書は、日本側申請者はJSTへ、カリフォルニア側申

請者はCIRMに提出してください。なお、JSTへは2009年9月15日（午後5時）までに提出し

てください。 

日本側の申請者は、JSTの定める様式（｢一次審査- 様式｣、14ページ）に則り提案書を作

成し、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）(http://www.e-rad.go.jp/index.html) を通じてJSTに

提出してください。また、カリフォルニア側へはCIRMのBasic Biology Award II RFA 

(http://www.cirm.ca.gov/RFA_09-02)にある手順に沿って提案書の提出が行われることとな

ります。 

 

【注意】カリフォルニア側チームのCIRMへの一次審査申請期限は、9月3日（木、カリフォ

ルニア現地時間）ですので、御注意願います。 

 

16-1-2．審査方法 

一次審査ではそれぞれJSTとCIRMが提出された提案書をもとに、独自に審査を行います。

JSTでは研究総括が専門家の協力を得て、審査を実施します。また、CIRM側の一次審査の

詳細は、Basic Biology Award II RFAを参照ください。 

審査結果については、申請者宛に10月末を目処として文書による通知を予定しておりま

す。ここで、両機関の審査で高い評価を受けた共同研究プロジェクト提案は、続く二次審
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査に進みます。 

 

16-2．二次審査 

16-2-1．申請手順 

二次審査でも日本とカリフォルニアの申請者は定められた様式で提案書を作成し、一次

審査の提案書同様に、JSTもしくはCIRMへそれぞれ提出してください。JSTにおける二次

審査に関する申請手順、申請書類の様式、提出方法、日程の詳細等は上述の一次審査結果

と共に通知します。尚、カリフォルニア側の二次審査の概要は、CIRMのBasic Biology Award 

II RFA (http://www.cirm.ca.gov/RFA_09-02)を参照ください。 

 

※ 一次審査から二次審査へ進む際には提案プロジェクト名および内容の変更はできませ

ん。 

 

16-2-2．審査方法 

二次審査ではJSTとCIRMがそれぞれに提出された提案書をもとに、審査を行います。JST

では専門家により審査を実施します。両機関の二次審査で、共に高い評価を得た研究プロ

ジェクト提案を採択します。審査結果については、申請者宛に2010年4月を目処として文書

による通知を予定しております。 

 

 
17．戦略目標 
戦略目標：「細胞リプログラミングに立脚した幹細胞作製・制御による革新的医療基盤技術の創出」 

（平成２０年度設定） 

 
１．戦略目標名 
細胞リプログラミングに立脚した幹細胞作製・制御による革新的医療基盤技術の創出 

 
２．本戦略目標の具体的な内容 
分化した細胞を再び多能性幹細胞に戻すリプログラミングは、これまでにない革新的な医療を可能とする

技術として注目されている。2006年、続いて2007年に我が国の研究者が本技術に大きなブレークスルーをも

たらしたことをうけ、本戦略目標では、細胞のリプログラム過程における分子生物学的機構に基づき、リプ

ログラミング技術の高度化・簡便化を目指す。また、本技術を用いて、患者あるいは健常人由来の体細胞な

どから幹細胞を作製し、疾患の発症機構の解明を行い、これに基づく革新的治療戦略、薬剤副作用の検証技

術などの基盤技術を確立する。 
 
３．政策上の位置付け（科学技術基本計画、戦略重点科学技術等との関係） 
ライフサイエンス分野の戦略重点科学技術「生命プログラム再現科学技術」に該当し、具体的には、研究

開発内容として挙げられている、“生体の高次調節機構のシステムを理解する研究”にあたる。 
 
４．当該研究分野における研究振興方策の中での本研究事業の位置づけ、他の関連施策との切り分け、政

策効果の違い 
本戦略目標は、体細胞リプログラミング技術の高度化、および、これを応用した先天性疾患の発症機構の
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解明や、薬剤副作用の検証技術などを目指す研究に重点をおくものである。一方、「再生医療の実現化プロ

ジェクト」（文部科学省 平成15年～）は、幹細胞などを用いて細胞治療、組織移植の確立を目標とする

取り組みであり、本目標とは研究対象が異なる。また、科学研究費補助金（特別推進研究「細胞核初期化の

分子基盤」）は、4因子によるリプログラミングの分子的機構の解明に重点をおく取り組みであり、本目標と

は研究段階が異なる。 
 
５．この目標の下、将来実現しうる成果等のイメージ、他の戦略重点科学技術等に比して優先して実施し

なければならない理由、緊急性、専門家や産業界のニーズ 

本目標は細胞リプログラミングの高度化・簡便化を行い、患者など由来の体細胞からモデル細胞を構築し、

疾患発症機構の解明や、新規治療戦略、薬剤副作用の検証法などの基盤技術を構築する。具体的な成果のイ

メージを以下に挙げる。 
【短期的成果目標例】 

・因子導入の精密制御により細胞負荷を低減化した、あるいは化合物による簡便な、リプログラミ

ング技術の確立 
・患者あるいは健常人由来の体細胞から作製したモデル細胞を用いた疾患発症機構の解明 

【中期的成果目標例】 
・上記の疾患モデル細胞を用いた創薬候補物質の同定や遺伝子治療の基盤技術の確立 
・健常人由来の多能性幹細胞を用いた不整脈などの薬剤副作用の検出方法の創出 

2006 年時点で、世界中で 132 の幹細胞研究所が設立されている。現在、これらの機関の研究者が我が国

の成果に追随して次々とヒト iPS 細胞（induced Pluripotent Stem Cell）を樹立しており、リプログラミン

グ研究は熾烈な競争となっている。本目標の着実な実施によって、世界をリードする我が国発のリプログ

ラミング技術の優位性を保つ必要がある。 
 
６．本研究事業実施期間中に達成を目指す研究対象の科学的裏付け  
従来から、臨床研究に先立つ基礎研究段階においても、ヒト疾患モデル細胞の重要性が認識されている。

幹細胞生物学の進展を受けて、患者自身の疾患モデル細胞を作製するリプログラミング技術が欧米で研究

開発されている。しかし、この研究には、ヒト ES 細胞（Embryonic Stem cells）を材料として用いる倫理

的課題、また核移植あるいは細胞融合による作製効率の低さなどの課題があった。 
2006 年、我が国の研究者が、4 因子導入によりマウス線維芽細胞からの ES 細胞に匹敵する多能性幹細

胞、iPS 細胞の樹立に成功し、2007 年にはヒト iPS 細胞も樹立した。これらの成果は倫理的課題を大きく

解消し、リプログラミング研究に大きなブレークスルーをもたらした。また、大学等を中心に展開されて

いる我が国の幹細胞研究は、科学研究費補助金および「再生医療の実現化プロジェクト」等によって、研

究人材、設備、論文業績など国際的に高い研究レベルとなっている。 
本目標においては、このような我が国の幹細胞研究のポテンシャルを活かしつつ、細胞リプログラミング

に立脚した基盤的研究の推進によって、高齢化社会において求められる根治療法や予防医療の進展を促進す

る。また、幹細胞研究自体も、幹細胞という視座に立った、発生・再生現象から疾患発症や老化に伴う組織

機能低下機構の解明までの総合研究分野として更なる発展が期待される。 
 
７．この目標の下での研究実施にあたり、特に研究開発目標を達成するための留意点（研究体制等） 
本戦略目標の達成には、疾患に対する豊富な臨床知見とフローサイトメトリーなどを活用できる十分な

細胞解析技術を有するチーム型研究による推進が望ましい。また、分子生物学的機構に基づくリプログラ

ミング技術の開発には、皮膚細胞や組織幹細胞から、多能性幹細胞を経由せず、直接、他組織の幹細胞や

前駆細胞を誘導するなど、斬新なアイデアをもつ若手研究者を中心とした個人研究も効果的推進に必要で

ある。 
なお、世界的に幹細胞研究は日進月歩で進められており、知的財産権取得は激しい競争となっている。日

本は米国に次いで第2位の幹細胞関連特許を有するも、取得数が近年低下傾向にあるとされている。本戦略目

標の下、推進される研究においては、米国などの幹細胞関連の特許出願状況に照らして、特許取得ならびに

その質についても十分に留意するべきである。また、この目標の達成には、ヒト細胞を取り扱うことから、

研究の内容に応じた生命倫理への配慮をすることが必要である。 
 
（参考）本研究事業実施期間中に達成を目指す政策的な目標 
最新の知見では、ヒト体細胞に対して、Oct3/4、Sox2、Klf4の３因子をレトロウイルスベクターにより導

入し、リプログラムを生じさせ、多能性幹細胞を得ている。 
本戦略目標では、まず、リプログラム機構のゲノミクス、染色体構造や、特にエピジェネティクス解析を
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通じて、遺伝子の標的導入、あるいは単一細胞あたりの導入遺伝子数制御などの研究を行う。そして、リプ

ログラミングを誘導する化合物等のハイスループットスクリーニングも行う。これにより、因子導入の精密

制御・手法簡便化を達成する。また、高度化されたリプログラミング技術を駆使し、先天性疾患の患者の体

細胞から、多能性幹細胞などを得て、疾患モデル細胞に分化させて疾患発症機構を解明する。こうして得ら

れた知見を元に、疾患を制御する創薬候補物質の同定や、健常人由来の多能性幹細胞などを用いた薬剤副作

用の検出方法の基盤技術を開発する。 

 
本共同研究プロジェクトに対する提案についてのご注意 

文部科学省においては、「iPS 細胞（人工多能性幹細胞）研究等の加速に向けた総合戦略（以下、「総

合戦略」という）」（平成２１年１月２０日 文部科学大臣決定）を策定し、我が国の iPS 細胞研究等を

日本全体で戦略的に進めています。その取組の一環として平成２０年度に、iPS 細胞研究等を加速し総

合的に推進するため、文部科学省及び JST が支援する iPS 細胞研究等に係る事業の研究機関・研究者を

包含した「文部科学省 iPS 細胞等研究ネットワーク（以下、「研究ネットワーク」という。）」を構築して

います。この研究ネットワークは、「文部科学省 iPS 細胞等研究ネットワーク規約」によって定められた、

知的財産権、研究成果の公開、機密保持等の観点に関する共通的なルールに基づき、研究ネットワーク

内における知的財産権及び生体試料等の有体物利用の原則無償の実施許諾等を通じて、iPS 細胞研究等

の総合的な推進に向けて効果的に機能することが期待されています。 

本共同研究プロジェクトもこの研究ネットワークの構成要素となっていますので、選考の結果、採択

され研究を実施する際は、この研究ネットワークに加入していただくことを原則とし、総合戦略に基づ

く政策にご協力をお願いしますので、ご了解下さい。 

  なお、カリフォルニア側研究機関・研究者は研究ネットワークの対象外です。 

 

研究総括 

 永井 良三 （東京大学大学院 医学系研究科 教授） 

 

本プログラムの戦略目標における位置付け 

JST では、国が示した戦略目標｢細胞リプログラミングに立脚した幹細胞作製・制御による革新的医療基

盤技術の創出｣（｢17．戦略目標｣、11 ページ参照）の達成に向けて研究提案を募集します。 

共同研究における日本側研究チームでは、細胞リプログラミング技術の研究に基づく多能性幹細胞（iPS

細胞等）を基軸とした研究を行う提案が対象となります。 

これらの研究で、将来期待される目標の具体的イメージとして、脊髄性筋萎縮症（Spinal Muscular 

Atrophy) 等の難治性疾患の分子レベルでの病態解明や発症原因の特定に向けた、患者の体細胞から iPS 細

胞を樹立する研究や、疾患モデルの構築・解析研究などが挙げられます。また、創薬を支援する目的で、

薬剤における重篤な副作用（QT 延長症候群など）の予測にむけた iPS 細胞を利用した評価技術の開発など

が考えられます。 

これらの研究を効率よく推進するため、日本およびカリフォルニア州の研究チームが共通の研究目標達

成に向け、互いに補完し合い一体となって研究を進める体制を構築して研究を推進することが強く求めら

れます。 
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申請書の記載要領 （一次審査- 様式） 

 

一次審査申請書 / Preliminary Application Form 

 
 

（１）申請者/ Principal Investigator 

 
日本側 申請者  
氏名  
Name  
学位  
Degree  
所属・役職  
Institution/ Title  

※ 項目名が英語ものは英語にて記載下さい（以下、同様） 
 
申請者 連絡先 
連絡先住所  

e-mail   

電話番号  

Fax番号  

※ e-mailおよび電話番号は、確実に連絡がつくものをお知らせください（複数記載可）。 

 
申請者 研究者番号 
 

※ 科学研究費補助金研究者番号がある方はその番号、無い方は府省共通研究開発管理システム

（e-Rad：http://www.e-rad.go.jp/）へ研究者情報を登録した際に付与される 8 桁の研究者番号を

記載して下さい 
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（一次審査- 様式） 

 
カリフォルニア側 照会先（共同研究者） 
Name  
Degree  
Institution/ Title  

Address  

e-mail  

Phone  
Fax  
※ CIRM へのカリフォルニア側の申請者について記載願います。 
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（一次審査- 様式） 

（２）提案書/ Research Proposal 

 
提案プロジェクトの名称/ Title of Proposed Project 
(和文、20 字程度) 

 

（上記英訳） 

 
 
本プロジェクトにおける研究のねらい/ Specific Aims of Proposed Research 
(和文、400 字以内) 

※プロジェクト全体が達成すべき研究目標を簡潔に記載下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

（上記英訳） 
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（一次審査- 様式） 

 
これまでの研究成果等/ Preliminary Results 
(和文、600 字以内) 

※研究提案者自身（および必要に応じて研究参加者）のこれまでの予備的な成果もしくは既に

発表した成果の内、今回の提案を裏付けると思われるものを簡潔に記載下さい。 
※図表は使用しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上記英訳） 
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（一次審査- 様式） 
 
研究手法および研究計画/ Experimental Approach and Design 
(和文、600 字以内) 

※目標の達成に向けた期間内での実験的なアプローチについて簡潔に提案してください。 
※研究手法の独創性・新規性があれば、特に具体的に示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上記英訳） 
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（一次審査- 様式） 

提案研究のもつ科学的意義/ Significance of Proposed Research 
(和文、600 字以内) 

※提案研究のねらいが達成された場合、当該研究分野にどのようなインパクトを与えうるか、

記載してください。その際、現状存在する問題のうち、解決しうると予想されるものについて

具体的に挙げて説明してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上記英訳） 
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日本側研究者向け添付資料 

I．応募に際しての注意事項 
 

I-1．研究提案書記載事項等の情報の取り扱いについて 

・ 研究提案書は、提案者の利益の維持、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関

する法律」その他の観点から、選考以外の目的に使用しません。応募内容に関する秘密は

厳守いたします。詳しくは下記ホームページをご参照下さい。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO059.html 

・ 採択された提案に関する情報の取扱い 

採択された個々の提案に関する情報（制度名、研究プロジェクト（課題）名、所属研究機

関名、研究代表者名、予算額及び実施期間）については、「独立行政法人等の保有する情

報の公開に関する法律」（平成 13 年法律第 140 号）第 5 条第１号イに定める「公にす

ることが予定されている情報」であるものとします。 

研究者の氏名、所属、研究課題名、及び研究課題要旨を公表する予定です。また、採択者

の研究提案書は、採択後の研究推進のために JST が使用することがあります。 

・ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）・政府研究開発データベースへの情報提供 

文部科学省が管理運用する府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じ、内閣府の作成

する政府研究開発データベース（注 1）に、各種の情報を提供することがあります。なお、

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）については、下記ポータルサイトをご参照下さい。 

http://www.e-rad.go.jp/ 

 
（注 1）政府研究開発データベース 

国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率的に総合戦略、資源配分等の方針の企画立

案を行うため、内閣府総合科学技術会議が各種情報について、一元的・網羅的に把握し、必要情報を検索・

分析できるデータベースを構築しています。 

 

I-2．不合理な重複及び過度の集中 

・ 不合理な重複・過度の集中を排除するために必要な範囲内で、応募（又は採択課題・事

業）内容の一部に関する情報を、府省共通研究開発システム（e-Rad）などを通じて、他府

省を含む他の競争的資金の担当部門に情報提供する場合があります。（また、他の競争的

資金制度におけるこれらの重複応募等の確認を求められた際に、同様に情報提供を行う場

合があります。） 

【「不合理な重複」及び「過度の集中」について】 

（ア） 「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の競争

的資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。 

1) 実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。 ）の研究課題について複数の競

争的研究資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合 
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2) 既に採択され、配分済の競争的研究資金と実質的に同一の研究課題について重ねて応募

があった場合 

3) 複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 

4) その他これらに準ずる場合 

（イ） 「過度の集中」とは、同一の研究者又は研究グループ（以下「研究者等」という。 ）

に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研

究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。 

1) 研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 

2) 当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間に対する当該研究の実施に

必要とする時間の配分割合（％） ）に比べ、過大な研究費が配分されている場合 

3) 不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 

4) その他これらに準ずる場合 

（「競争的研究資金の適正な執行に関する指針」 （平成 17 年 9 月 9 日、平成 18 年 11 月

14 日改正） （平成 19 年 12 月 14 日改正 競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合

わせ）より） 

・ 科学研究費補助金など、国や独立行政法人が運用する競争的資金や、その他の研究助成

等を受けている場合（応募中のものを含む）には、研究提案書の様式に従ってその内容を

記載して頂きます。 

これらの研究提案内容やエフォート（研究充当率）（注 2）等の情報に基づき、競争的資

金等の不合理な重複及び過度の集中があった場合、 研究提案が不採択、 採択取り消し、

又は研究費が減額配分となる場合があります。また、これらの情報に関して不実記載があ

った場合も、研究提案が不採択、採択取り消し又は研究費が減額配分となる場合がありま

す。 
（注 2）エフォート（研究充当率）について 

総合科学技術会議におけるエフォートの定義「研究者の年間の全仕事時間を 100％とした場合、そのうち

当該研究の実施に必要となる時間の配分率(％)」に基づきます。なお、「全仕事時間」とは研究活動の時間

のみを指すのではなく、教育・医療活動等を含めた実質的な全仕事時間を指します。 

・ 上記の、不合理な重複や過度の集中の排除の趣旨などから、国や独立行政法人が運用する、他の競争的

資金制度等やその他の研究助成等を受けている場合、および採択が決定している場合、同一課題名または

内容で本事業に応募することはできません。 

なお、応募段階のものについてはこの限りではありませんが、その採択の結果によっては、本事業での研

究提案が選考から除外され、採択の決定が取り消される場合があります。また、本募集での選考途中に他

制度への応募の採否が判明した際は、本募集のお問合せ先まで速やかに連絡して下さい。 

 

I-3．研究費の不正な使用等に関する措置 

・ 本事業において、研究費を他の用途に使用したり、JST から研究費を支出する際に付し
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た条件に違反したり、あるいは不正な手段を用いて研究費を受給するなど、本事業の趣旨

に反する研究費の不正な使用等が行われた場合には、当該研究に関して、研究の中止、研

究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の措置を取ることがあります。また、

研究費の不正な使用等を行った研究者等（共謀した研究者等を含む）は、一定期間、本事

業への応募及び新たな参加が制限されます。 

・ 国または独立行政法人が運用する他の競争的資金制度（下記注 4） 、JST が所掌する

競争的資金制度以外の事業いずれかにおいて、研究費の不正な使用等を行った研究者であ

って、当該制度において申請及び参加資格の制限が適用された研究者については、一定期

間、本事業への応募及び新たな参加の資格が制限されます。 

・ 本事業において研究費の不正な使用等を行った場合、当該研究者及びそれに共謀した研

究者の不正の内容を、他の競争的資金担当者（独立行政法人を含む）に対して情報提供を

行います。その結果、他の競争的資金制度（下記注 4）において申請及び参加が制限される

場合があります。 

なお、本事業において、この不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し

ては、不正の程度により、申請及び参加の期間が以下のように制限されます。制限の期間

は、 原則として、 委託費等を返還した年度の翌年度以降 2 年から 5 年間とします。ただ

し、 「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、また共同研究者と

して新たに研究に参加することを指します。 

・単純な事務処理の誤りである場合、申請及び参加を制限しない。 

・本事業による業務以外の用途への使用がない場合、2 年間 

・本事業による業務以外の用途への使用がある場合、2～5 年間とし、程度に応じて個別に

判断される。 

・提案書類における虚偽申告等、不正な行為による受給である場合、5 年間。 

 

I-4．研究機関における研究費の適切な管理・監査の体制整備等について 

・ 研究機関は、 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

（平成 19 年 2 月 15 日 文部科学大臣決定）に基づき、研究機関における委託研究費の管理・

監査体制を整備していただく必要があります。 

なお、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」につ

いては、下記ホームページをご参照下さい。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/008/houkoku/07020815.htm 

・ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制 

整備等の実施状況報告書の提出について本事業の契約に当たり、研究代表者（日本側チー

ムの中心となる研究者）が所属する研究機関のみでなく、研究費の配分を受ける主たる共

同研究者（グループリーダー）が所属する研究機関も対象とした各研究機関では、標記ガ

イドラインに基づく研究費の管理・監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告
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書を提出することが必要です。（実施状況報告書の提出がない場合の研究実施は認められ

ません。） 

このため、下記ホームページの様式に基づいて、原則として研究開始（契約締結日）ま

でに、各研究機関から文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課競争的資金調整室に報

告書が提出されていることが必要です。 

報告書の提出方法の詳細については、下記文部科学省 HP をご覧下さい。 

【URL】 http://www.mext.go.jp/a_menu/02_b/08191222/001.htm 

なお、提出には、e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、e-Rad 

への研究機関の登録手続きを行っていない機関にあっては、早急に手続きをお願いします。

（登録には通常 2 週間程度を要しますので十分ご注意下さい。e-Rad 利用に係る手続きの

詳細については、上記ホームページに示された提出方法の詳細とあわせ、下記ホームペー

ジをご覧下さい。 

【URL】 http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html 

ただし、平成 20 年 10 月以降、既に、別途の事業の応募等に際して報告書を提出してい

る場合は、今回新たに報告書を提出する必要はありません。 

また、 平成 22 年度以降も継続して事業を実施する場合は、 平成 21 年秋頃に、 e-Rad

を利用して、報告書の提出が求められる予定ですので、文部科学省あるいは独立行政法人

科学技術振興機構からの周知等に十分ご留意下さい。 

報告書の提出の後、必要に応じて、文部科学省（資金配分機関を含みます）による体制

整備等の状況に関する現地調査に協力をいただくことがあります。また、報告内容に関し

て、 平成 19 年 5 月 31 日付け科学技術・学術政策局長通知で示している 「必須事項」へ

の対応が不適切・不十分である等の問題が解消されないと判断される場合には、委託研究

費の配分を中止することがあります。 

 

I-5．研究活動の不正行為に対する措置 

・ 研究活動の不正行為（捏造、改ざん、盗用など）への措置については、 「研究活動の

不正行為への対応のガイドライン」 （平成 18 年 8 月 8 日科学技術・学術審議会研究活動

に関する特別委員会）等に基づき、以下の通りとします。なお、 「研究活動の不正行為へ

の対応のガイドライン」については、下記ホームページをご参照下さい。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316.htm 

・ 本事業の研究課題に関して、研究活動の不正行為が認められた場合には、研究の中止、

研究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の措置を取ることがあります。ま

た、以下の者について、一定期間、本事業への応募及び新たな参加の資格が制限されます。 

 

- 不正行為があったと認定された研究にかかる論文等の不正行為に関与したと認定さ

れた著者・共著者及び当該不正行為に関与したと認定された者：不正が認定された年
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度の翌年から 2～10 年 

- 不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正行為があったと認定された研

究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者：不正が認定され

た年度の翌年から 1～3 年 

 

・ 国または独立行政法人が運用する他の競争的資金制度（注 4）、JST が所掌する競争的

資金制度以外の事業のいずれかにおいて、研究活動の不正行為で処分を受けた研究者であ

って、当該制度において申請及び参加資格の制限が適用された研究者については、一定期

間、本事業への応募及び新たな参加の資格が制限されます。 

・ 本事業において、研究活動の不正行為があったと認定された場合、当該研究者の不正行

為の内容を、他の競争的資金担当者（独立行政法人を含む）に対して情報提供を行います。

その結果、他の競争的資金制度（注 4）において申請及び参加が制限される場合があります。 

 
（注 4）他の具体的な対象制度は、次の通りです。 

＜文部科学省関連の競争的資金制度＞ 

・科学研究費補助金  

・科学技術振興調整費 

・グローバル COE プログラム 

・世界トップレベル研究拠点プログラム 

・キーテクノロジー研究開発の推進（ナノテク融合、社会のニーズを踏まえたライフサイエンス、次世代 IT） 

・地球観測システム構築推進プラン 

・原子力システム研究開発事業 

・社会技術研究開発事業 

・先端計測分析技術・機器開発事業 

・独創的シーズ展開事業 

・産学共同シーズイノベーション化事業 

・地域イノベーション創出総合支援事業 

・地域結集型研究開発プログラム等 

・科学技術発展基盤整備事業 

・地球規模課題対応国際科学技術協力事業 

・地域卓越研究者戦略的結集プログラム 

・戦略的国際科学技術協力推進事業（共同研究型） 

・研究成果最適展開支援事業 

・戦略的イノベーション創出事業 

・若手研究者ベンチャー創出推進事業 

・海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム 
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・原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 

・ナノテクノロジーを活用した環境技術開発 

・人文学及び社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業 

・政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進事業 

 

＜他府省関連の競争的資金制度＞ 

・食品健康影響評価技術研究（内閣府） 

・地球温暖化対策 ICT イノベーション推進事業（総務省） 

・新たな通信・放送事業分野開拓のための先進的技術開発支援（総務省） 

・民間基盤技術研究促進制度（総務省） 

・消防防災科学技術研究推進制度（総務省） 

・戦略的情報通信研究開発推進制度（総務省） 

・厚生労働科学研究費補助金（厚生労働省） 

・保健医療分野における基礎研究推進事業（厚生労働省） 

・産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業（農林水産省） 

・新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（農林水産省） 

・イノベーション創出基礎的研究推進事業（農林水産省） 

・産業技術研究助成事業（経済産業省） 

・大学発事業創出実用化研究開発事業（経済産業省） 

・石油･天然ガス開発・利用促進型事業（経済産業省） 

・地域新生コンソーシアム研究開発事業（経済産業省） 

・省エネルギー技術戦略・開発実証事業（経済産業省） 

・エコイノベーション推進・革新的温暖化対策技術発掘プログラム（経済産業省） 

・運輸分野における基礎的研究推進制度（国土交通省） 

・建設技術研究開発助成制度（国土交通省） 

・環境研究・技術開発推進費（環境省） 

・循環型社会形成推進科学研究費補助金（環境省） 

・地球環境研究総合推進費（環境省） 

・地球温暖化対策技術開発事業（環境省） 

 

その他、平成 21 年度に公募を開始する制度も含みます。なお、上記の取扱及び対象制 

度が変更になった場合は、適宜文部科学省及び JST のホームページ等でお知らせしま 

す。 

 

I-6．その他 

・ ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理及び安全の確保に関し、各府省が
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定める法令・省令・倫理指針等を遵守して下さい。研究者が所属する機関の長等の承認・

届出・確認等が必要な研究については、必ず所定の手続きを行って下さい。 

各府省が定める法令等の主なものは以下の通りですが、このほかにも研究内容によって

法令等が定められている場合がありますので、ご留意下さい。 

 

- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成 12 年法律第 146 号) 

- 特定胚の取扱いに関する指針（平成 13 年文部科学省告示第 173 号） 

- ヒト ES 細胞の樹立及び使用に関する指針（平成 13 年文部科学省告示第 155 号） 

- ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 （平成 16 年文部科学省・厚生労働省・

経済産業省告示第 1 号） 

- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成 9 年厚生省令第 28 号） 

- 手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について （平成 10 年厚生科学

審議会答申） 

- 疫学研究に関する倫理指針（平成 16 年文部科学省・厚生労働省告示第 1 号） 

- 遺伝子治療臨床研究に関する指針（平成 16 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号） 

- 臨床研究に関する倫理指針（平成 16 年厚生労働省告示第 459 号） 

- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15

年法律第 97 号） 

なお、文部科学省における生命倫理及び安全の確保について、詳しくは下記ホームペー

ジをご参照下さい。 

文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm 

 

・ 研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含

む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず応募に先立って適切な対応を行

って下さい。 

・ 上記の注意事項に違反した場合、その他何らかの不適切な行為が行われた場合には、採

択の取り消し又は研究の中止、研究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の

措置を取ることがあります。 

 

 

II．JST 事業における重複応募について 
1）.今回の研究提案募集に対して、研究代表者は、研究提案の応募を１件のみ行うことがで

きます。 

2）今回の本事業への応募が採択候補となった結果、JST が運用する全ての競争的資金制度

を通じて、 研究代表者等や研究参加者等としての研究課題等への参加が複数となった場合
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には、研究テーマの内容如何により、研究費の減額や、当該研究者が実施する研究を１件

選択する等の調整を行うことがあります。 （平成２０年度以前に採択された研究課題等で

当該研究期間等が、平成２１年度内に終了する場合を除きます。） 

 

 

III．研究機関の要件・責務等 
研究機関（採択された研究課題の研究代表者およびグループリーダーの所属機関）の要

件・責務等は、以下の通りです。 

以下を踏まえ、応募に際しては必要に応じて、関係研究機関への事前説明や事前承諾を

得る等の手配を適切に行って下さい。 

1．研究費は、委託研究契約に基づき、その全額を委託研究費として研究機関に執行してい

ただきます。 

2．委託研究契約書及びJSTが定める「委託研究契約事務処理説明書」に基づいて、研究費

の柔軟で効率的な運用に配慮しつつ、適正な経理事務を行っていただきます。また、JSTに

対する所要の報告等、およびJSTによる経理の調査や国の会計検査等に対応していただきま

す。 

3．効果的な研究推進のため、円滑な委託研究契約締結手続きにご協力下さい。 

4．委託研究契約に基づき、産業技術力強化法第１９条（日本版バイドール条項）が適用さ

れて研究機関に帰属した知的財産権が、出願および設定登録などされる際は、JSTに対して

所要の報告をしていただきます。また、カリフォルニア研究者と共同で生み出された知財

については、JSTおよびCIRM双方に所用の報告をしていただきます。 

5．委託研究の実施に伴い発生する知的財産権は、研究機関に帰属する旨の契約を当該研究

に参加する研究者等と取り交わす、または、その旨を規定する職務規程を整備する必要が

あります。 

6．委託研究契約が締結できない場合には、当該研究機関では研究を実施できないことがあ

ります。 

7．研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

（平成１９年２月１５日 文部科学大臣決定）に基づき、研究機関における委託研究費の

管理・監査体制を整備する必要があります。また、その実施状況の報告等をしていただく

とともに、体制整備等の状況に関する現地調査が行われる場合にはご対応下さい。 

8．JSTは、営利機関等（民間企業およびJSTが指定する研究機関）との委託研究契約に先

立ち、委託の可否および委託方法に係る審査を行います。この審査の結果によっては、JST

が特に指定する委託方法に従っていただくことがあります。また、財務状況が著しく不安

定な場合などは、委託が不可能と判断され、当該研究機関では研究が実施できない場合が

あり、その際には研究体制の見直し等をしていただくことがあります。 

以上 
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【お問い合わせ先】 

お問い合わせはなるべく電子メールでお願いします（お急ぎの場合を除く）。 

また、JST ホームページ 

http://www.jst.go.jp/ 
に最新の情報を掲載しますので、あわせてご参照下さい。 

 

独立行政法人 科学技術振興機構  

イノベーション推進本部 研究領域総合運営部 

〒102-0075 東京都千代田区 三番町 5 番地 三番町ビル 4F 

E-mail：  cp-info@jst.go.jp 

電話： 03-3512-3524（受付時間※：10:00～12:00／13:00～17:00） 

※土曜日、日曜日、祝祭日を除く 
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